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十
二
号 

 

海
外
の
美
術
品
等
の
我
が
国
に
お
け
る
公
開
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
十
五
号
）
第
三
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
強
制
執
行
、
仮
差
押
え
及
び
仮
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
海
外
の
美
術
品
等
を
次
の
と

お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

文
部
科
学
大
臣 

永
岡 

桂
子 

 
 



指
定
を
し
た
海
外
の
美
術
品
等

（
以
下
「

指

定
美
術
品
等

」
と
い
う

。

）
の
名
称

立
つ
裸
体

（
３
人
の
裸
婦
の
習
作

）

女
性
の
胸
像

（
フ

ェ
ル
ナ
ン
ド
・
オ
リ
ヴ
ィ

エ

）

立
つ
裸
体

（
立
つ
女
性
裸
婦

）

セ
レ
の
屋
根

形
態
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト

構
成
的
な
コ
ン
ポ
ジ
シ

ョ
ン

普
遍
的
な
元
素
と
自
然
界

無
題

（
テ
ル
マ
テ
ィ
オ
ー

ナ

）

指
定
を
し
た
日

令
和
五
年
三
月
十

三
日

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

指
定
の
有
効
期
間

令
和
五
年
五
月
十

日
か
ら
令
和
五
年

九
月
八
日
ま
で

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

指
定
美
術
品
等
を
公
開
し
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び

住
所
並
び
に
法
人
に
あ

っ
て
は

、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

石
橋
財
団
ア
ー

テ
ィ
ゾ
ン
美
術
館

館
長
　
石
橋
　
寬

東
京
都
中
央
区
京
橋
一
|

七
|

二

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

指
定
美
術
品
等
を
公
開
す
る
予
定
の
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

並
び
に
指
定
美
術
品
等
を
公
開
す
る
予
定
の
期
間

石
橋
財
団
ア
ー

テ
ィ
ゾ
ン
美
術
館

館
長
　
石
橋
　
寬

東
京
都
中
央
区
京
橋
一
|

七
|

二

令
和
五
年
六
月
三
日
か
ら
令
和
五
年
八
月
二
十
日

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

1



絵
画

ダ
ン
ス
の
努
力

無
題

(

縦
長
の
台
形
の
あ
る
コ
ン
ポ
ジ
シ

ョ

ン

)

バ
ー

ク
リ
ー

♯
2
1

無
題

（
A
M
A
 
#
1
6
1
6

)

先
覚
者

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

備
考
　
指
定
美
術
品
等
の
関
係
書
類
を
文
化
庁
企
画
調
整
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
と
と
も
に

、
文
化
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る

。
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